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fonfun corporation 

最終更新日： 2008 年 5 月 30 日 

株株式式会会社社 ffoonnffuunn  
代表取締役社長 三浦浩之 

問合せ先： 執行役員経営管理部長 小松昌弘 TEL:03-5350-7800 
証券コード：2323 

http://www.fonfun.co.jp 
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

１１．．基基本本的的なな考考ええ方方    
当社は、当社のステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員等）に対する社会的責任を認識し、その責任を果たす為に最大限

努力することが、企業活動を展開するうえで最も基本的且つ重要な行動基準であると考えており、社会における企業の責任として

公正な企業活動を行うことを重要課題として認識しております。このような考え方に基づき、当社は監査役制度を導入しております

が、経営に関する意思決定プロセスの透明性と正当性をより確実にするため、取締役 1 名と監査役 2 名を社外から登用しておりま

す。当社は、今後ともコーポレート・ガバナンスの更なる充実をはかり、社会に対する責任を果たしてまいる所存でおります。 

２２．．資資本本構構成成  

外国人株式所有比率  10%以上 20%未満 

【 大株主の状況 】  
氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％） 

榎本大輔 2,110 9.83 

アストリックスチャレンジ 1 号投資事業組合 1,770 8.25 

アストリックスチャレンジ 2 号投資事業組合 1,600 7.45 

ソシエテ ジェネラル バンク アンド トラスト シンガポール カスト アセット 

メイン アカウント スクリプレス 

919 4.28 

株式会社オープンループ 代表取締役 駒井 滋 850 3.96 

クレディット スイス チューリッヒ 646 3.01 

佐藤宣幸 567 2.64 

松井証券株式会社（業務口） 代表取締役社長 松井道夫 505 2.35 

ゲインウェル セキュリティーズ アカウント クライアント 864000 404 1.88 

株式会社 fonfun 代表取締役社長 三浦浩之 334 1.55 
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３３．．企企業業属属性性  

上場取引所及び市場区分  大阪 ヘラクレス 

決算期  3 月 

業種  情報･通信業 

（連結）従業員数  １００人以上５００人未満 

（連結）売上高  １００億円未満 

親会社  なし 

連結子会社数  １０社未満 

４４．．そそのの他他ココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンススにに重重要要なな影影響響をを与与ええううるる特特別別なな事事情情    
特記事項はありません。 
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１１．．機機関関構構成成・・組組織織運運営営等等にに係係るる事事項項  

組織形態 監査役設置会社 

【 取締役関係 】 

取締役会の議長  社長 

取締役の人数  4 名 

社外取締役の選任状況  選任している 

 

社外取締役の人数  1 名 

会社との関係（１）  

氏名 属性 会社との関係（※１） 

  a b c d e f g h i 

   福田 徹 他の会社の出身者    ○ ○   ○  
 

※1  会社との関係についての選択項目 
a 親会社出身である 
b その他の関係会社出身である 
c 当該会社の大株主である 
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である 
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他

これに準ずる者である 
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている 
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 
i その他 

会社との関係（２）  

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由 

   福田 徹 ─── 同氏がもつ、上場企業を中心とした多数の企業に対し

てのＩＲコンサルタントアドバイザー及び大学講師やフィ

ナンシャルプランナーとしての豊富な知識・経験と幅広

い人脈を活かし、取締役会において適切且つ適正な

助言の提供を目的とし選任。 
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その他社外取締役の主な活動に関する事項  

当該社外取締役は当社取締役会に出席しております。当該社外取締役は、当社の取締役会において経営陣の意思決定を確認

するとともに、客観的・中立的な立場からこれに助言を行っております。 

【 監査役関係 】 

監査役会の設置の有無  設置している 

監査役の人数  3 名 

監査役と会計監査人の連携状況  

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、清和監査法人に所属する筧悦生氏と大塚貴史氏の 2 名であります。会計監査業

務に係る補助者の構成は監査法人の監査計画に基づき決定されております。具体的には公認会計士及び会計士補を主たる構成と

し、その他補助者も加えて構成されております。当該監査法人への監査報酬のうち、公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 2

条第 1 項に規定する業務に基づく報酬は 13,500 千円であり、その他の報酬はありません。監査役、会計監査人は各々の監査活動

の効率化及び更なる質的向上に向けて監査時における相互協力体制を敷いている他、必要に応じて相互に連絡・連携をとっており

ます。 

監査役と内部監査部門の連携状況  

当社では、代表取締役の直轄の部門として内部監査室を設置し、内部監査室長 1 名が専任の担当者として内部監査業務にあた

っております。常勤監査役は内部監査室長と適宜会合等の機会を設け相互に連絡・連携をとり、当社コンプライアンス体制の維持お

よび向上に努めております。 

社外監査役の選任状況  選任している 

 

社外監査役の人数  2 名 

会社との関係（１）  

氏名 属性 会社との関係（※１） 

  a b c d e f g h i 

楯 雅広 他の会社の出身者        ○ ○

土橋 裕太 他の会社の出身者     ○   ○  
 

※1  会社との関係についての選択項目 
a 親会社出身である 
b その他の関係会社出身である 
c 当該会社の大株主である 
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である 
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他

これに準ずる者である 
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている 
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 
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i その他 

会社との関係（２）  

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由 

楯 雅広 ─── 同氏の、非上場企業／上場企業における役員としての

経験を活かし、当社のコーポレートガバナンスのあり方

とその運営状況、及び取締役の職務執行の監視及び

監査の実施を目的として選任。 

土橋 裕太 ─── 同氏の、業界への見識及びコンサルティング事業を営

む会社役員としての専門的見地から、取締役の職務執

行の監視に適していると判断し、選任。 

その他社外監査役の主な活動に関する事項  

監査役は、当社株主総会の他、取締役会、経営会議等の当社の意思決定における重要な会議にも出席し、見解を述べるとともに、

内部監査室との連携・連動を図り、実効性のある監視、監査業務を行っております。 

【 インセンティブ関係 】 

取締役へのインセンティブ付与に関する 

施策の実施状況  
ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明  

当社は、当社取締役の当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的としたストックオプションの付与

を実施しております。その総額及び個人別支給水準については、株価水準や資本政策の他、前年度業績水準及び公表予算達成度

等を鑑み、他のステークホルダーへの全社的貢献も十分に考慮しながら決定しております。 

ストックオプションの付与対象者  社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、

子会社の取締役、執行役、監査役、子会社の従業員、その他 

該当項目に関する補足説明 

当社は、当社及び当社グループの取締役、監査役及び従業員の当社グループに対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的

とし、また社外協力者の当社グループに対する参画意識を高めることを目的とし、ストックオプションの付与を実施しております。 

【 取締役報酬関係 】 

開示手段  有価証券報告書、営業報告書（事業報告） 

開示状況  全取締役の総額を開示 
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該当項目に関する補足説明  

取締役の年間報酬総額は 65,135 千円です。 

【 社外取締役（社外監査役）のサポート体制 】  
当社では、経営管理部が、社外取締役及び社外監査役のサポートにあたっており、社外取締役及び社外監査役それぞれの業務

が円滑に執行される体制をとっております。 

２２．．業業務務執執行行、、監監査査・・監監督督、、指指名名、、報報酬酬決決定定等等のの機機能能にに係係るる事事項項    
当社では、当社の業務執行に関し協議することを主な目的とし常勤取締役と執行役員により構成される経営会議原則を毎週１回

開催しております。当該経営会議には監査役会から常勤監査役も出席しており業務執行に関する監査・監督機能を高めるとともに、

必要に応じ外部アドバイザーや従業員の出席を要請し、適正且つ公正な会議運営の実現を図っております。経営会議で取り上げ

られた経営上の重要事項については取締役会において検討、決議しております。取締役会は、定時取締役会として原則毎月 1 回

開催される他、必要に応じ随時開催しております。また、監査役会は監査役全員を当該取締役会に出席させることにより、取締役

会の決定の監督、監視を行っております。また、取締役会には当社顧問弁護士も出席し、特に法令順守の面から適宜、適切なアド

バイスを行う体制をとっております。 
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１１．．株株主主総総会会のの活活性性化化及及びび議議決決権権行行使使のの円円滑滑化化にに向向けけててのの取取組組みみ状状況況    

 補足説明 

その他 

当社では、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けた取り組みとして、適正且つ積極的な

PR/IR 活動を通じた株主への働きかけを行うとともに、株主総会招集通知の作成を含む総会開催の準

備作業の効率化を推進し、より多くの株主による総会参加と議決権行使の実現を図っております。 

２２..  IIRR にに関関すするる活活動動状状況況    

 代表者自身 

による 

説明の有無 

補足説明 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的 

説明会を開催 

あり 
毎年、期末及び中間決算短信の発表後、5 月下旬と 11 月下旬に説明会を開催しており

ます。 

ＩＲ資料の 

ホームページ掲載 
あり 

当社ホームページ（URL：http://www.fonfun.co.jp/)において、プレスリリースあるい

は決算短信を含む適時開示資料を掲載している他、アナリスト向け説明会/投資家向け

説明会の資料等も適宜掲載しております。また、説明会につきましては、その模様を

動画により適宜配信しております。 

ＩＲに関する部署 

（担当者）の設置 
― 社長室担当者により PR/IR 業務を行っております。 

その他 ― 個人投資家向けに適宜説明会を実施しております。 

３３．．スステテーーククホホルルダダーーのの立立場場のの尊尊重重にに係係るる取取組組みみ状状況況    

 補足説明 

社内規程等により 

ステークホルダー

当社は、当社のステークホルダーに対する社会的責任を認識し、その責任を果たす為に最大限の努力

をすることが、企業活動を展開するうえで最も基本的且つ重要な行動基準だと考えております。当社
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の立場の尊重につ

いて規定 

はこのような行動基準の根幹を成すものとして「行動規範十則」を掲げております。 

 

当社は、内部統制システムを、当社及び当社グループ役職員の職務の執行が、定量的・定性的な経営目標達成の為に法令及び定

款に適合して行われることを確保するための体制と、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制として位置づけて

おります。当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。 

 

１．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、

その者が主体となり作成する文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存するものとする。 

②かかる文書管理規程については、監査役会の承認を得るものとする。 

③取締役及び監査役は当該文書管理規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。 

 

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は代表取締役社長の直属する部門として内部監査室を設置し、内部監査室長 1 名がこれを専属的に管掌するものとする。 

②内部監査室長は、常勤監査役及び会計監査人ならびに顧問弁護士のほか、コンプライアンス委員会などの他の内部組織とも連

携のうえ、業務監査実施項目及び業務監査実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があればこれらの改定等

を行うものとする。 

③内部監査室の監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見

された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会に通報される体制を構築する。 

 

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①取締役会は、経営理念を機軸にした全社的な経営計画を策定し、当該経営計画に基づき、取締役及び社員が共有する目標を定

めるものとする。 

②業務担当取締役は、当該目標達成のために各部門の具体的個別目標及び権限分配等を定め、取締役会及び経営会議等を通

じ、その進捗状況を見直し、必要があれば改善を促すものとする。 

 

４．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制 

①代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる為の

行動規範とする企業倫理規程等、コンプライアンス体制に関する規程の整備・維持・向上を推進するものとする。また、この徹底を図

るため、経営管理部において当社のコンプライアンスに対する取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育等を

行うものとする。 

②代表取締役社長に直属する部門として内部監査室を設置する。内部監査室は常勤監査役及び会計監査人ならびに顧問弁護士

のほか、コンプライアンス委員会など他の内部組織とも連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取

締役会及び監査役会に報告されるものとする。 



 

9 

 

fonfun corporation 

③法令・定款違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、弁護士を含む社外の第三者機関等を直

接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、社内規程に基づきその運用を行うこととする。 

④監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、代表取締

役を通じ取締役会に対して、改善策を求めることができる。 

 

５．当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する為の体制 

①当社グループ全体における業務の適正を確保するために、経営管理部を主体とし、子会社及び関連会社(以下「子会社等」とい

う）全てに適用する社員倫理規程等、コンプライアンス体制に関する規程の整備・維持・向上を推進するものとする。 

②取締役は、子会社等において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するも

のとする。 

③子会社等が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内

部監査室に報告するものとする。内部監査室はかかる報告を受けた場合、直ちに監査役に報告するとともに、意見を述べることがで

きるものとする。また、監査役は、取締役会に対し、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に

関する事項 

①代表取締役社長は、内部監査室内に監査役の職務を補助すべき使用人を 1 名以上配置することとし、その任命・異動について

は、監査役会の同意を必要とする。 

②前項の具体的な内容については、監査役の意見の他弁護士等の意見も十分に考慮して決定する。 

 

７．取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制 

①取締役会及び使用人は、法定の事項に加え当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を認めた場合には、監査役会に

対して速やかに報告するものとする。 

②前項による報告の方法（報告書の様式、報告受領者、報告の時期等）については、取締役会と監査役会との協議により決定する

ものとする。 

 

８．その他取締役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定するものとする。 

②監査役会に対して、必要に応じて専門の弁護士、会計士等を雇用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証するものとす

る。 

 

なお、当社では「社員倫理方針」に則り、全ての役員、正社員、契約社員、準社員ならびに派遣社員等が、法令、社会的規範および

社内諸規則等を遵守することはもとより、高い倫理観を持って行動することを基本的な考え方とするとともに、反社会的勢力に対する

具体的対応方針を定めております。 

 

参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。 
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１１．．買買収収防防衛衛にに関関すするる事事項項    
当社は、現時点では買収防衛策を特に導入しておりません。しかしながら、当社のステークホルダーの利益を守る為に有効である

と考えられる買収防衛策については、積極的に導入を検討してまいります。当社は、最も効果的な買収防衛策は、当社のステーク

ホルダーの方々から長期的に応援していただけるような会社運営を行っていくことだと考えております。具体的には、従業員が目標

と達成感をもち業務に邁進できる労働環境を構築し、顧客及び取引先の皆様から信頼を得ることを第一に考えた商取引を遂行し、

その結果業績を向上させることで株主の皆様からご支持を得られるような経営方針と事業戦略を策定し実践してまいります。 

２２．．そそのの他他ココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンスス体体制制等等にに関関すするる事事項項    
特記事項はありません。 
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【【  参参考考資資料料：：模模式式図図  】】  

 


